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△ サラリーマンでも農業相続人？

Q
は 、

した

●
● 農地等を農業相続人が相続した場合に

相続税の納税猶予の制度があると聞きま

◎

ところで、相続により農地等を取得した人

がサラリーマンでも、その人は農業相続人に

なれるのでしょうか。

A:農繁期や体祭日に農耕に従事できる状

態にあるなど一定の要件を満たす場合には、

農業相続人になることができます。

【解説】

相続人が農地等を相続又は遺贈により取得

して農業を営む場合には、一定の要件のもと

に、農地等の価額のうち農業投資価格を超え

る部分の価額に対応する相続税についての納

税が猶予されます。

農業相続人とは、相続税の申告書の提出期

限までに相続又は遺贈により取得した農地等

につき農業経営を開始し、その後引き続き農

業経営を行うと認められる者で、これについ

て農業委員会が証明をした者をいいます。

しかし、その相続人が会社、官庁等に勤務

していても、農繁期、休祭日等に実際に農耕

に従事しており、引き続き農業経営を継続で

きるのであれば、農業委員会の証明を受ける

ことにより農業相続人となることができます。

ちなみに、農業所得の多寡については、農

業の継続を判断するうえで特に基準は設けら

れていませんから、実態として農耕をしてい

る事実があれば、極端に収入が少なくても、

それだけで納税猶予が打ち切られることはあ

りません。
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